
Q&A詳細内容

管理番号:NEXT06801　居宅介護支援－居宅介護支援

ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置等を行ってい
る場合の基本単位を設定したい。

［事業所加算管理］画面でケアプラン連携システムの活用等を登録します。

参考

令和6年改正

ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、逓減制の適用件数が見直
されました。
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置を行っている場合の逓減制が、介護支援専門員1
人当たりの取り扱い件数が50件以上に変更になります。

居宅介護支援費（Ⅱ） 介護支援専門員1人当たりの取扱件数

居宅介護支援費Ⅱⅰ 50件未満

居宅介護支援費Ⅱⅱ 50件以上60件未満

居宅介護支援費Ⅱⅲ 60件以上

ガ
イ
ド



1 メニューバーの［設定］①→［事業所関連マスタ］②をクリックします。

［事業所マスタ］画面が表示されます。

2 ［事業所加算管理］をクリックします。

［事業所加算管理マスタ］画面が表示されます。

3 ［事業所］①をクリックします。

［事業所検索］画面が表示されます。

4 設定を行いたい事業所を選択し、［確定］をクリックします。

5 ［有効期間］②をクリックし、［行追加］③をクリックします。

すでに変更したい開始年月日が登録されている場合は、操作手順7に進んでください。



6 ［開始年月日］④を入力し、［保存］⑤をクリックします。

7 登録した有効期間①をクリックし、［ケアプラン連携システムの活用等］で「あり」②を選択し
ます。

8 ［保存］③をクリックし、［閉じる］④をクリックします。



参考

確認するには

［集計処理］画面で集計した後に、［介護請求］画面で［請求書］からプレビューすると確認できます。



https://www.ndsoft.jp/product/bpo/?source=next_support_page
https://www.ndsoft.jp/product/bpo/?source=next_support_page

